
 

ⅩⅥ－３－３ 第 3四半期環境放射線管理報告について 
 

再処理施設に係る 2007 年度第３四半期環境放射線管理報告がありましたので、核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律第７２条の３第２項の規定に基づき報告します。 

 

○ 独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所の再処

理施設において、2007 年１０月から１２月までの 2007 年度第３四半期に実施した海洋放出口周

辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具その他の保安規定で定める物に係る放射性物質の種類

別の濃度又は表面の放射性物質の密度については、別紙１のとおりである。空間放射線の線量率

は、過去３年間の最大値を上回ったが平均値±３σの範囲内であり、その他の項目についても比

較対照区域を除く施設周辺の測定値で平常の変動幅を超えたものはなかった。 

 

○ 日本原燃株式会社再処理事業所の再処理施設において、2007 年１０月から１２月までの 2007 年

度第３四半期に実施した海洋放出口周辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具その他の保安規

定で定める物に係る放射性物質の種類別の濃度又は表面の放射性物質の密度については、別紙２

のとおりである。空気の気体状ベータ放射能濃度（Kr-85）について、平常の変動幅（ＮＤ：定量

下限値［2 kBq/m３］未満）に対して、再処理施設の影響により 2 kBq/m３（1 時間平均値：2 回）、

3 kBq/m３（1 時間平均値：2 回）及び 4 kBq/m３（1 時間平均値：1 回）が測定されたが、告示で

定める濃度限度に比べて十分小さい。また、再処理施設から放出された放射性気体廃棄物中の

Kr-85 の当該四半期放出量が保安規定に定める同核種の年間放出管理目標値に比べ十分低く、問

題ないことを確認した。 湖底土中のAm-241 濃度について、平常の変動幅（0.34～0.42Bq/kg･乾）

に対して、今回は 0.46Bq/kg･乾が測定されたが、再処理施設から放出された放射性廃棄物中にお

いてα線核種は検出されていないことなどから、自然変動によるものと考えられる。 精米中の

C-14 濃度について、平常の変動幅（0.23～0.25Bq/g･炭素）に対して、今回は 0.25～0.26Bq/g･

炭素が測定されたが、稲の生育期間における放出量が保安規定に定める同核種の年間放出管理目

標値に比べ十分低く、問題ないことを確認した。なお、精米中のC-14 濃度については、1995 年度

に 0.26Bq/g･炭素が測定(*)されている。その他の項目については、施設周辺の測定値で平常の変

動幅を超えたものはなかった。 

 

(*)『六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリング計画について』(1995 年 1 月 30 日原子力

安全委員会決定)に基づき測定されたもの 

 

 


